
事務 ト

[

指定 ・介護サービス事

長

業所の指定 ・介護サー

期

ビス事業所の指定

及び

総

各種届出の受理 及び各

合

種届出の受理 、変更、

計

届出等 、変更、届出等

画

、変更、届出等

] その他

２　事業コ

○

スト

事業費等（千円）

分

平成29年度 平成30

野

年度 平成31年度 令和

別

02年度 令和03年度

目

当初予算 決算 当初予算

標

決算 当初予算 決算 当初

４

予算 決算 計画 決算

事業

誰

費 6,728 9,21

も

0 5,294 4,66

が

1 4,551 3,44

安

9 6,547 0 6,5

心

47 0

伸び率（％） 4

し

8.6% 107.5%

て

△21.3% △49.

住

4% △14% △26%

み

43.9% △100%

続

0% 0%

人件費
正規職

け

員 178,583 17

ら

2,202 180,2

れ

20 160,959 1

る

56,409 176,

持

947 176,947

続

0 156,409 0

正

可

規職員以外 7,142

能

9,115 11,06

な

6 12,911 13,

ま

295 13,802 1

ち

4,094 0 13,2

事

95 0

小計 185,7

業

25 181,317 1

区

91,286 173,

分

870 169,704

(

190,749 191

2

,041 0 169,7

)

04 0

国庫支出金 0 2

自

,198 0 0 270 1

治

08 1,375 0 1,

事

375 0

県支出金 0 0

務

0 0 0 0 0 0 0 0

市　

○

　債 2,000 1,5

法

00 1,000 600

定

0 0 0 0 0 0

そ の 

受

他 1 4 81 57 334

託

333 194 0 194

事

0

一般財源（税等） 4

務

,727 5,508 4

○

,213 4,004 3

そ

,947 3,008 4

の

,978 0 4,978

他

0

所要人数 正規職員 2

政

2.39 21.59 2

　

2.55 20.14 1

策

9.42 21.97 2

９

1.97 0.00 19

将

.42 0.00

（人）

来

正規職員以外 2.86

に

3.65 4.46 4.

向

36 4.69 4.79

か

3.82 0.00 4.

っ

69 0.00

主な予算

て

内訳
(目)指導監査費

希

　4,551千円　（

望

節）報酬162千円　

の

報償費20千円　旅費

持

498千円　需用費1

て

,144千円　役務費

る

167千円　委託料9

福

33千円　使用料

及び

祉

賃借料1,615千円

社

　備品購入費7千円　

会

公課費5千円

の形成

３　目標及び実

会

績
指標名 単位 平成29

計

年度 平成30年度 平成

一

31年度 令和02年度

般

令和03年度

活
動
指
標

会

指導監査数
件

目標値 5

計

67 629 673 90

款

1 901

実績値 536

民

627 660

達成度(

生

%) 94.5% 99.

費

6% 98.0% % %

介

施

護保険事業所審査数
件

　

目標値

実績値 450 1

策

15 103

達成度(%

４

) 0% 0% 0% % %

成

社

果
指
標

文書指摘数
件

目

事

会

標値

実績値 479 54

保

4 558

達成度(%)

障

0% 0% 0% % %

介護

制

保険事業所指定数
件

目

度

標値

実績値 450 11

の

5 103

達成度(%)

充

0% 0% 0% % %

実 会計・ 項 社会福祉費

予算区分 目 指導監査費

取組方針 ２
介護保険制度の適正な運営 大事業 指導監査事業

中事業 指導監査事業

事業種別 継続 関連個別計画

事業年度 無し ～ 無し 担当課・担当課長・Tel 指導監査課

業

髙垣　睦子 435-1319

事業実施の根拠法令 介護保険法・障害者総合支援法・社会福祉法他 関連課 介護保険課、障害者支援課、高齢者・地域福祉課他

１　事業内容
（「誰・何」をどう

チ

いう状態にするための事業か） 全体事業概要

事
業
目
的

社会福祉法人、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所等の適 社会福祉サービスの維持・向上を図るため、社会福祉法人、介護サービス事業所、障害福祉サービス

ェ

事業

正な運営の確保を図る。 所等に対し、関係法令に基づく適正な運営が確保できるよう必要な指導監査等を行うとともに、介護サー

ビス事業所の指定業務等を行う。

事
業
内
容

平成29年度 平成30年

事

度 平成31年度 令和0

ッ

務

2年度 令和03年度

・

事

社会福祉法人及び社会

業

福祉 ・社会福祉法人及

N

び社会福祉 ・社会福祉

o

法人に対する設立 ・社

事

会福祉法人に対する設

業

立 ・社会福祉法人に対

名

する設立

施設に対する

[

一般監査及び特 施設に

事

対する一般監査及び特

ク

業

認可等並びに社会福祉

基

法人及 認可等並びに社

本

会福祉法人及 認可等並

情

びに社会福祉法人及

別

報

監査 別監査 び社会福祉

]

施設に対する指導 び社

1

会福祉施設に対する指

8

導 び社会福祉施設に対

5

する指導

・介護保険サ

指

ービス事業所、 ・介護

シ

導

保険サービス事業所、

監

監査等 監査等 監査等

障

査

害福祉サービス事業所

事

に対 障害福祉サービス

業

事業所に対 ・介護サー

事

ビス事業所、障害 ・介

業

護サービス事業所、障

区

害 ・介護サービス事業

分

所、障害

する実地指導

(

及び集団指導並 する実

ー

1

地指導及び集団指導並

)

福祉サービス事業者の

事

指導監 福祉サービス事

業

業者の指導監 福祉サー

経

ビス事業者の指導監

び

費

に監査 びに監査 査等 査

管

等 査等

・介護保険事業

理

所の新規指定 ・介護保

経

険事業所の新規指定 ・

費

介護サービス事業所の



性]事業手段は妥当か ○ 現行の手段でよい 一部見直しが必要 見直しが必要

[妥当性]官民の役割は妥当か ○ 市が行うべき 他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む ○ 中長期的に取り組む 緊急性は薄い

[有効性]更に効果が期待できるか ○ できる あまりできない できない

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか ○ 達成している（90%以上） おおむね達成（70～90%未満） 達成していない（70%未満）

[有効性]上位施策への貢献度 ○ 重要かつ高い貢献度がある 一定の貢献度がある 貢献度は低い

[効率性]事業費を抑制できるか ○ できない 制約はあるが可能性はある できる

[効率性]受益者負担の見直し 適正 ○ 負担は求められない 見直しが必要

５　今後の方向性（担当課評価）

事
業
内
容
の
方
向
性

充実 ○

現状維持

縮小

廃止

ゼロ 縮小 現状維持 拡大

コスト投入の方向性

・平成24年度より和歌山県からの権限委譲により、福祉サービス事業所が約3,500ヶ所以上に増加した。

・平成25年度より年度毎に指導監査計画を策定

４

し、効率的・重点的に

　

指導監査に取り組んで

事

いるが、1件の監査や

業

実地指導

を行う際には

の

、事前準備（関係資料

評

の作成及び事前の内容

価

確認等）から、実施後

評

の事務処理（実施内容

価

及び改善内容の精査

担

基

当課評価の根拠
等）ま

準

でに短くとも3ヶ月程

[

度の日時を要し、それ

妥

ら複数案件を同時並行

当

して行っている。

・事

性

業所数、処理期間、職

]

員数の関係から、介護

事

サービスの指導監査に

業

ついては所管する事業

の

所への対応が十分に行

ニ

えてい

ない状況にある

ー

。

・平成31年度より

ズ

和歌山県からの権限移

は

譲により、障害児通所

あ

支援事業所が81ヶ所

る

増加（4/1現在）。

か

　現状より、きめ細か

○

な実地指導や緊急な業

増

務に対応できるよう、

加

各班内で3名を1チー

し

ムとするチーム編成を

て

行い、複数の

チームが

い

同時並行して機動的な

る

対応ができる体制を整

横

備する必要がある（総

ば

事業所数との関係から

い

並びに平成31年度の

減

和歌

山県からの権限移

少

譲の関係から、介護サ

し

ービス事業所を担当す

て

る班及び障害福祉サー

い

ビスを担当する班にそ

る

れぞれ人員増を

希望す

[

る）。

見直し・改善内

妥

容

当


